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八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、再生可能エネルギーの利用促進を図り、地球温暖化

対策を推進するため、住宅への太陽光発電システム等を設置する者に対

し、予算の範囲内において八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補

助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項

を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則（平成元年

規則第２号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助対象設備及び補助金の額） 

第２条 補助金の交付の対象となる設備（以下「補助対象設備」という。

）、補助要件及び補助金の額は、別表に定めるところによる。 

２ 総事業費（補助の対象となる経費の合計をいう。）からその他の収入

額を控除した額が別表に定める額（複数の補助対象設備に係る補助金の

交付を受けようとする場合にあっては、その合計の額）未満である場合

は、補助金の交付の対象としない。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満

たす者とする。 

 ⑴ 自らが居住する市内の住宅（当該住宅が併用住宅の場合にあっては、

居住用部分の床面積が総床面積の２分の１以上を占めるものとする。

）に補助対象設備を設置した者であること。 

⑵ 市民である者又は市民となることが確実であると認められる者であ

ること。 

⑶ 市税（国民健康保険税を含む。）を滞納していない者であること。 

⑷ 太陽光発電システムにおいては、前年度又は当該年度の３月２０

日までに電気事業者と特定契約を締結している者であること。それ

以外の補助対象設備においては、前年度又は当該年度の３月２０日

までに購入し、かつ設置した者であること。 

２ この要綱による補助は、同一の住宅において補助対象設備ごとに１

回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助対象設備の設置工事完了後、八潮市住宅用太陽光発電システム等
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設置費補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない 

 

⑴ 補助対象設備の設置場所の案内図 

⑵ 補助対象設備の設置工事請負契約書の写し 

⑶ 補助対象設備の設置に係る図面 

⑷ 補助対象設備の仕様・規格等が判別できる書類（仕様書・カタログ

等） 

⑸ 補助対象設備の設置工事に要した費用の領収書及び明細書の写し 

⑹ 補助対象設備の設置完了後の現況写真  

⑺ 太陽光発電システムを設置した場合にあっては、電気事業者と特

定契約を締結したことを証明する書類 

⑻ 市税（国民健康保険税を含む。）の完納証明書（発行後１箇月以内） 

⑼ 住民票の写し（世帯全員のもの）（発行後３箇月以内） 

⑽ 補助対象設備が未使用品であることを証明できる書類（保証書の

写し等） 

⑾ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

の上、交付の可否を決定する。  

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、補助金

の交付を決定し、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付

決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。  

３ 市長は、第１項の規定による審査の結果、不適当と認めたときは、補

助金の不交付を決定し、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助

金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとす

る。 

（補助金の請求）  

第６条 前条第２項の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補

助事業者」という。）は、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補

助金交付請求書（様式第４号）により、補助金を請求するものとする。 

（管理） 

第７条 補助事業者は、補助対象設備の減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数（以下「法定
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耐用年数」という。）の期間内においては、補助対象設備の設置後にお

いても善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 前項の場合において、補助事業者は、天災地変その他の理由により補

助対象設備が損傷又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

（財産処分の制限） 

第８条 補助事業者は、第５条第１項の規定により補助金の交付決定を受

けた補助対象設備を、当該決定を受けた日から起算して５年を経過す

るまでは、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供して

はならない。ただし、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助

金に係る処分承認申請書（様式第５号）を提出し、あらかじめ市長の

承認を得たときはこの限りではない。  

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

承認するときは、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金に

係る処分承認・不承認通知書（様式第６号）により通知するものとす

る。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補

助金の交付決定を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ この要綱に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、第８条規定による承認又は不承認、又は前条の規定に

よる取消しをした場合において、既に交付している補助金があるときは、

補助事業者に対して返還を求めることができる。 

（利用状況調査等） 

第１１条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて利用状況等について

調査を行うことができる。 

２ 補助事業者は、市長が行う前項の調査に協力しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 
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別表（第２条関係）  

補助対象設備  補助要件 補助金

の額 

太陽光発電システム  

 

 次のいずれの要件にも該当するもの 

⑴ 住宅の屋根等への設置に適した低

圧配電線と逆潮流のある方式により

連系し、かつ、太陽電池の最大出力

（対象システムを構成する太陽電池

モジュールの公称最大出力（キロワ

ット表示とし、小数点未満は切り捨

てる。）とする。）が１キロワット

以上１０キロワット未満であるもの 

⑵ 一般社団法人太陽光発電協会内に

設けるＪＰＥＡ代行申請センターに

より設備認定に係る型式登録（Ａ登

録）がされたもの 

⑶ 未使用品であるもの 

３万円 

家庭用燃料電池コージ

ェネレーションシステ

ム（エネファーム）  

 次のいずれの要件にも該当するもの 

⑴ 都市ガス、ＬＰガスから水素を取

り出して空気中の酸素と反応させて

発電を行い、発電時に発生する排熱

を給湯等に利用するシステムで、国

の補助事業における補助対象機器と

して一般社団法人燃料電池普及促進

協会により登録されたもの  

⑵ 未使用品であるもの 

１万円 

自然冷媒ヒートポンプ

給湯器（エコキュー

ト） 

 次のいずれの要件にも該当するもの 

⑴  家庭用機器のうち、日本産業規

格に基づく年間給湯保温効率（Ｊ

ＩＳ）の性能表示があるもの 

⑵ 未使用品であるもの 

１万円 

蓄電池システム   次のいずれの要件にも該当するもの  

⑴ 国の補助事業における補助対象機

５万円 
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器として一般社団法人環境共創イニ

シアチブにより登録されたもの  

⑵ 太陽光発電により発電した電力又

は夜間電力を利用して繰り返し電気

を備え、停電時や電力需要のピーク

時など必要に応じて電気を活用する

ことができるもの 

⑶ 未使用品であるもの 

電気自動車等充給電設

備（Ｖ２Ｈ）  

 次のいずれの要件にも該当するもの  

⑴ 国の補助事業における補助対象機

器として一般社団法人次世代自動車

振興センターにより登録されたもの  

⑵ 電気自動車等に搭載された電池か

ら電力を取り出し、分電盤を通じて

住宅の電力として使用できる機能を

有するものであるもの 

⑶ 未使用品であるもの 

５万円 

ヒートポンプ・ガス瞬

間式併用型給湯器（ハ

イブリット給湯器） 

⑴ 一般社団法人日本ガス石油機器工業

会の規格に基づく年間給湯効率が１

０８％以上の機器であるもの 

⑵ 未使用品であるもの 

１万円 

 

附 則 

この告示は、平成２４年１１月１日から施行する。  

  附 則 

 （施行期日）  

１ この告示は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助 

金交付要綱は、平成２６年度以後の年度の分の八潮市住宅用太陽光発電

システム設置費補助金について適用し、平成２５年度分までの八潮市住

宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。  

  附 則 

 （施行期日） 
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１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助 

金交付要綱は、平成２７年度以後の年度分の八潮市住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金について適用し、平成２６年度分までの八潮市住宅

用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。  

  附 則 

 （施行期日）  

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助 

金交付要綱の規定は、平成３０年度以後の年度分の八潮市住宅用太陽光

発電システム設置費補助金について適用し、平成２９年度分までの八潮

市住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例に

よる。 

  附 則 

 （施行期日）  

１ この告示は、令和４年４月１１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補

助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後に申請のあった八潮市住

宅用太陽光発電システム等設置費補助金について適用し、令和４年３月

３１日までに申請のあった八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助

金については、なお従前の例による。  

附 則 

 （施行期日）  

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補

助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった八潮市

住宅用太陽光発電システム等設置費補助金について適用し、令和６年３

月３１日までに申請のあった八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費

補助金については、なお従前の例による。  

 


